
１．基本事項

高津老人福祉・地域交流センター 評価対象年度

・事業者名　（社）川崎市高津区社会福祉協議会

・代表者名　会長　斉藤　二郎

・住所　川崎市高津区溝口１－６－１０

評価者

　平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価

分類 項目 配点 評価段階 評価点

5 4 4

収入増加のための具体的な取組が為されているか

サ

ー

ビ

ス

向

上

及

び

業

務

改

善

適

正

な

業

務

実

施

（評価の理由）

・適切なサービスの提供について、震災の影響から事業中止があるが、市政だより掲載、チラシの配布により周知徹底することで利用促進に

寄与し、事業も概ね計画通り実施することにより、適切なサービス提供を図られた。

・業務改善によるサービス向上について、意見箱の設置やアンケート調査により要望を集約し、また、苦情対応要綱を整備し、苦情に対して

も利用者と懇談し理解していただく等の対応に努めている。

・利用者の意見・要望への対応について、講座終了後にアンケート調査を行い、次回に反映できるよう利用者の意見の把握を行っている。

・講座終了後による自主グループ活動支援として、空き室を活動場所として提供したことや憩いスペースを拡充し、大型テレビを設置したこと

により、サービスの向上を図った。

3

利用者ニーズを反映したサービスの提供は行っているか

地域に根ざした施設として、地域交流は積極的に実施したか

団塊世代の利用の促進に資する取組を実施したか

10 3

3

施設名称

事業者名

指定期間

収

支

計

画

・

実

績

サービス向上の取組

利用実績

収支実績

利用者満足度

適切な金銭管理・

会計手続

収入の確保

6

（評価の理由）

・計画に基づく適正な支出等については、計画に基づき事業実施を行い、震災の影響から中止があるものの、概ね計画通り実施し、講座実

施回数、参加者数ともに前年度より増加している。

・効率的な執行、経費縮減については、使用済み用紙の再利用や、エアコンの適度な温度設定、使用部分以外は消灯するなど節電に努め

ている。

・収入の確保について、施設利用料について、計画以上の収入が得られている。

・適切な金銭管理・会計手続について、指定管理委託料の範囲内において適切に執行している。

サービス向上のために具体的な取組が行われているか

3 610

適切なサービス

の提供

10 6

意見・要望の収集方法は適切だったか（十分な意見・要望を集めることができた

か）

支出に見合う効果は得られているか

介護予防に資する取組を実施したか

利用者の意向の確認及び情報提供は十分に行われたか

収入と預かり金等を区別し、適切に管理を行っているか

事業収支に関して適正な会計処理が為されているか

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

サービスの利用促進への具体的な取組が為されているか

計画通りの収入が得られているか

6

高齢者の心身への配慮について適正だったか

4 8

3

平成２２年度

林　徳厚　課長

健康福祉局長寿社会部

高齢者在宅サービス課

着眼点

（１）利用者数　　　　３４，７２２人（個人　２０，４１２人、団体　１４，３１０人）

（２）入浴者数　　　　　７，２９０人（１８２日）

（３）教養講座　　　　　３，４３７人（２７講座、２２６回）

（４）行　　　事　　　　　１，００９人（１１行事、　１１回）

（５）機能回復訓練　　　　２６２人（２４回）

※東日本大震災の影響により、平成２３年３月１４日～２５日は閉館。

○委託料　　　　　　　　　５２，４５７，８３３円

●決　 算　　　　　　　　　４８，０９２，６１４円

（内訳）

　・人件費 　　　　　　　　３５，１７６，６１７円

　・事務費 　　　　　　　　１１，３５２，４１３円

　・事業費 　　　　　　　　　２，９０８，３２４円

　・雑収入　　　 　　　　　　　　１５９，６００円

　・地域交流事業支出　　　 ３１０，５９９円

　・消費税　　　　　　　　　　　 ５６５，３３１円

　・施設利用料収入　　　２，０６１，０７０円

◎収　 支　　　　　　　　　　４，３６５，２１９円

地区社会福祉協議会、町内会、自治会、NPO等との連携・協力により、「高津いきいきまつり」の開催や「みん

なの映画会」での保育園児等との交流を通し、地域交流に努めたこと、「男の料理教室」や「デジカメ講座」な

どを開催し、団塊の世代が参加しやすいよう取り組んだことなど、講座や行事の充実を通じてサービス向上に

寄与している。

指定管理者制度活用事業指定管理者制度活用事業指定管理者制度活用事業指定管理者制度活用事業　　　　評価評価評価評価シートシートシートシート

管理・運営

効率的・効果的な

支出

5 3

（評価の理由）

・利用者の意向確認等については、意見箱の意見に対して書面掲示での回答、講座終了後のアンケート調査により、ニーズを把握し、施設

運営や講座等に反映することに努めている。

・高齢者の心身への配慮について、来館時の看護師を含めた職員全員による積極的な声掛け、入浴時の血圧測定や定期的な館内巡回に

より利用者との交流から、心身の状況の把握に努めている。

・地域に根ざした施設として、地区社会福祉協議会、町内会、自治会、NPO等との連携・協力により、「高津いきいきまつり」の開催や「みんな

の映画会」での保育園児等との交流を通し、地域交流に努めた。

・介護予防に資する取組について、健康保持増進事業として全７回実施し、医師、栄養士等による講演、教室、運動の指導を実施し、介護

予防に努めた。

・団塊世代の利用促進について、パソコン体験会をボランティア５～６人の協力により実施、また、「男の料理教室」や「デジカメ講座」などを

開催し、団塊の世代が参加しやすいよう取り組んだ。

10

10

計画に基づく適正な支出が行われているか

効率的な執行等、経費縮減の具体的な取組は為されたか

利用者の意見・

要望への対応

業務改善による

サービス向上

業務改善の取組によって具体的な効果があらわれたか

業務改善が必要な場合に、現状分析、課題把握、改善策の検討と実施が行われ

ているか

利用者ニーズの把握に努め、それを事業や管理に反映させる取組が為されている

か

利用者からの苦情や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか



適正な人員配置

連絡・連携体制

再委託管理

担当者のスキル

アップ

5 4 4

コンプライアンス 5 3 3

施設・設備の保

守管理

5 3 3

管理記録の整

備・保管

5 3 3

清掃業務

警備業務

外構・植栽管理

備品管理 5 3 3

４．総合評価

63 評価ランク

５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

　平成２２年度においては、第２期指定期間の２年目であり、施設の存在も地域に広められ、講座や行事を安定的に実施することがで

き、老人福祉センター事業については、概ね事業計画に沿った管理運営ができている。地域交流センター事業については、市民相互

の交流の場の提供を目的としており、前年度と比較し、利用者数・貸室利用率ともに増加したこと、地域交流を深めるため、「高津いきい

きまつり」でのフラワーアレンジメント体験、世代間交流を図るため「たのしい映画会」の開催、フリーマーケットの開催などにより地域交流

センター事業の周知に努めたことは評価できる。

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境を

維持しているか

施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に役

立っているか

外構の植栽を適切に管理（草刈、剪定、害虫駆除等）しているか

2

安全・安心への

取組

3

・今後とも、高齢者の心身に配慮しながら、一層のサービス向上に努めること。

・関係機関と連携し、センターのPRを強化するとともに、魅力ある事業展開を図り、利用者の増加及び貸室の利用率の向上を図ること。

・地域交流事業については、目的・計画に基づき実施し、市民相互の交流の促進に努めること。

・利用者のニーズを把握するためのアンケート調査を実施するなどして、さらなるサービス向上に努めること。

適

正

な

施

設

管

理

組

織

管

理

体

制

評価点合計 C

（評価の理由）

・施設・設備の保守管理について、利用者の安全を確保するため、施設内を巡回して、定期的に点検するとともに、破損、故障した箇所につ

いて迅速に修繕し、施設の維持管理に努めている。

・管理記録の整備・保管や警備業務について、入館者に利用者証による確認と共に定期巡回を実施し、不審者の入館がないように努め、業

務日誌により記録し、管理している。

・清掃業務等について、定期巡回による施設の警備、エレベーター点検やセンター内の清掃など、日々のメンテナンスや管理を重視してい

る。

定期または随時の会議等によって所管課との連絡・連携が十分に図られているか

緊急時に警察や消防など関係機関と速やかに連携が図れるよう、連絡体制を構築

し、定期的に情報交換等を行っているか

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を適

切に実施しているか

業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか。

再委託先との連携調整が適宜・適切に行われ、業務の履行についても適切な監

視・確認が為されているか

335

（評価の理由）

・施設の管理については職員８人がローテーションで勤務し、健康相談などについては看護師、嘱託医などの専門職を配置するなど、適正

な人員配置を図るとともに、所管課との定期的な連絡会を開催するなど連携体制がとれている。

・再委託管理について、施設設備の保守管理や清掃、警備等を業務委託し、業務履行の確認を報告書等により行い、施設の適切な維持管

理に努めた。

・担当者のスキルアップについては、メンタルヘルス研修や他都市の老人福祉センターを視察するなど、他都市の状況から学ぶことで業務

知識の向上を図った。

・安全・安心への取組については、職員のみの避難訓練のため利用者の安全が確保されておらず、より一層の安全対策を図る必要があるた

め。

・コンプライアンスについては、法人独自の個人情報保護規定に基づき、利用者への同意、保管体制などについて適切な運用に努めてい

る。

2

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われて

いるか

事件・事故、犯罪、災害から利用者を守ることができる適切な安全管理体制となっ

ているか（人員配置、マニュアル、訓練等）

必要な人員（人数・有資格者等）が必要な場所に適切に配置されているか

個人情報保護、その他の法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督体

制が整備され、適切な運用が為されているか

事故発生時の対応について適切だったか、また、再発防止に取り組んだか

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修が定期的に行われ、スタッフのスキ

ルとして浸透しているか

5 3

5


